
特別講義のお知らせ

消費者法の現在・過去・未来
～消費者法と消費者行政のあり方を考える～

社会の複雑化にともない消費者問題（トラブル）も複雑・多様化してきており、消費
者の権利を守り実現するための法制度がますます重要になっています。
この度、大橋エミ先生（島根大学法文学部）が担当されている消費者法の授業に、
宮下修一先生（中央大学法科大学院教授）をお招きして、下記の要領で特別講義
をしていただくことになりました。
公開講座として行いますので、受講生の方に限らず、多くの学生の方、そして市
民の方が来られますよう、ご案内します。

NPO法人 消費者ネットしまね
・住所：〒690- 0859 島根県松江市国屋町592番地3-1
・電話：0852-32-5272 ・ファックス：0852-32-5282  ・メール：showhisyanet.shimane1@gmail.com

島根大学・NPO法人消費者ネットしまね 共同企画

県下各地の消費者問題協議会などの消費者団体、生活協同組合、弁護士、司法書士、消費生活相談
員、社労士、大学教員、消費者個人などをメンバーとし、消費者被害の防止や救済などをはかり、人に
も地球にもやさしい、住みよい社会を目指しているネットワークのためのNPO法人です。

「消費者ネットしまね」とは

テーマ：消費者法の現在・過去・未来
社会のデジタル化と更なる高齢化が進む中、これまでの消費者法制では、消費者の権利を十
分に守り実現することができないので、今、消費者法制の基本理念などの見直しのための議論
が行われています。一体、どのような議論なのでしょうか？また、これからの消費者法制はどの
ようなものになるのでしょうか？ これらの問題についてお話をしていただきます。

日時：１２月２４日（火）10時25分～12時5分
会場：島根大学法文学部棟４階436室（法廷教室）
参加料：無料

この建物です。

宮下修一先生は、日本消費者法学会
の理事もされており、消費者法の第
一人者で、消費者法に関する研究論
文なども多くあります。また、「霊感商
法等の悪質商法への対策検討会」の
座長代理としてご活躍されたことも広
く知られている研究者です。
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